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0．はじめに 

（１）計画策定の背景と目的 

広瀬区における広陵町東部地区農業研修センター（以下「農業研修センター」という。）は、地

元自治会や各種団体が研修や総会、行事の準備など様々な活動に使用していますが、施設は

耐震診断、耐震改修が未実施であり、建設から約５０年が経過しているため老朽化が著しく進

んでいる状況です。 

また、農業研修センターは地震時の指定緊急避難場所であるとともに、広瀬区の全域が洪

水ハザードマップの浸水想定水深区域 0.5～3.0m 未満又は 3.0～5.0m 未満となっている

ことから、水害時の地域防災拠点となるような施設の整備が急務となっています。 

このことから、広瀬区における地域コミュニティ活動を活性化させ、にぎわいのある持続可

能な地域づくりを進めるために、防災機能を備えた地域コミュニティの拠点となる施設の整備

が求められています。 

老朽化した農業研修センターを建替え、広瀬区における持続可能な地域づくりや地域防災

の拠点となる新施設を整備するに当たって、広瀬区の現状と課題を整理し、施設のあるべき姿

を検討するとともに、そのために必要な機能やその規模等、整備の方向性をまとめた基本構想

及び基本計画（以下「基本プラン」という。）を策定することとなりました。 

基本プランの策定に当たっては、ワークショップを実施し、地域住民の意見を取り入れなが

ら、広瀬区の地域づくりや防災の拠点施設として求められる諸機能の精査、施設運営方法につ

いて検討を行い、地域の誰もが利用したくなる施設の整備を目指し、当該施設の設計に必要

な基礎資料となることを目的とします。 

 

（２）これまでの経緯 

農業研修センター建替えに関して、広瀬区からの要望等を受け、町においては関係課による

検討会議や広瀬区への説明会等を実施しています。 

＜主な流れ＞ 

R3.12.9 
広瀬区から町に対し、クリーンセンター操業停止後の中継施設活用等に関す

る新協定書締結にあたって要望書 

 
 農業研修センターの敷地を活用し、広瀬区の防災拠点として避難施設の

設置を望む 

R3.12.27 町から広瀬区に対し、回答書 

  コミュニティ施設を中心とした防災機能を備えた施設を整備する 

R4.9.1 広瀬区から町に対し、進捗状況等について文書で確認 

 
 建替に係る骨格部分の決定又は確定、建替に係る役場内部体制の整備

について要望 

R4.9.9 役場内で関係課による検討会議を開催 
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  建替に係る課題等を協議、とりまとめ 

R4.11.7 町から広瀬区に対し、検討会議のとりまとめ内容を報告 

  解体及び施設整備に係る補助金の有無、市街化調整区域での建設等 

R4.12.20 広瀬区で建替に係る説明会を開催 

  スケジュール案、建物イメージ図の提示、区での意見集約のお願い 

R5.5.22 広瀬区から町に対し、新施設の構想について要望書 

R5.10.19 王寺町防災コミュニティセンター「いずみスクエア」見学 

R5.11.27 広瀬区から町に対し、新施設のレイアウトについて要望書 

Ｒ６.4.23 
農業研修センター建替基本構想・基本計画策定業務公募型プロポーザル公告 

※募集期間内に参加表明がなかったため不調に終わる。 

Ｒ６.4.24 町から広瀬区に対し、新施設のイメージ、課題、スケジュール等について説明 

Ｒ６.6.5 
農業研修センター建替基本構想・基本計画策定業務公募型プロポーザル再公

告 ※7/9 審査の結果 事業者決定 

R6.8.2 
町から広瀬区に対し、農業研修センター建替基本構想・基本計画策定に係る

住民ワークショップについて説明 

 

＜広瀬区からの新施設に関する要望事項＞ 

建物外観等 
 ２階以上 

 大型の軒 

建物諸室等 

 100 人の会議室１部屋 

 大部屋は間仕切りで小さく使用可能 

 30～40 人の会議室３部屋 

 コミュニティルーム 

 和室 

 炊事場 

 自警団詰め所 

 防災備蓄倉庫 

建物以外 

 駐車場 

 アスファルト広場 

 各戸設置型防災無線・基地局 

 自家発電 

その他 

 防災を意識したもの 

 一時避難所 

 広瀬区に過度の負担とならない施設 

 店舗 
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（３）広瀬区の概要 

 

位置 町東部に位置し、杉ノ木・広瀬・田中・林口の 4 集落により構成される。 

面積 0.9 ㎢（うち農地 0.5 ㎢、宅地 0.1 ㎢） 

人口 

4２１人（令和６年１２月末現在） 

 人口は直近１０年間で約７０人減少している。令和６年１２月末現在、７５歳以

上は９９人（2３.５%）、１４歳以下は４８人（11.４%）となっている。 

 町全体と比較すると、老年人口(６５歳以上)の割合は+1３.４7％、生産年齢

人口(１５歳から６４歳まで)の割合は▲10.６2％と差が大きいが、年少人口

(１４歳以下)の割合は▲2.８５％に留まっている。 

 

 

＜集落別の人口＞ 

 杉の木 

平成７年と令和２年を比較すると２８人減少している。年少人口は平成２２年

から増加に転じているが、生産年齢人口は減少、老年人口は増加している。 
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 広瀬 

平成７年と令和２年を比較すると１２人減少している。平成２７年に４人増加

しているが、その後は減少している。年少人口は平成２２年から増加に転じて

いるが、生産年齢人口は減少、老年人口は増加している。 

 田中 

平成７年と令和２年を比較すると８１人減少している。平成２２年に１７人増加

しているが、その後年少人口及び生産年齢人口は減少、老年人口は増加して

いる。 

 林口 

平成７年と令和２年を比較すると９５人減少している。年少人口は令和２年に

減少から微増、生産年齢人口は減少、老年人口は増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国勢調査より） 

世帯数 1９３世帯 

文化財 
与楽寺の木造十一面観音菩薩立像（重要文化財）、梵字池、天神社の綱打ち（民

族文化財） 

公園 東部農村広場 

課題 

 町内において、比較的に高齢化が進んでいる。 

 核家族化が進み、空き家が増えている。 

 農業の後継者問題、災害（水害・地震）への備え、地域公共交通の不足 など 
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（４）施設の概要 

 

施設名 広陵町東部地区農業研修センター 

所在地 広瀬 1239 番地 

建築年 昭和 54 年 

構造 鉄骨造２階建て 

延床面積 342.95 ㎡ 

設置経緯 
地域農業者の研修により近代化への対応を図るため、農業近代化施設整備事

業に基づく総合地域施設として整備された。 

現状と課題 

 平成 29 年に屋根等の改修を行っているが、建築後約 50 年が経過し、老

朽化が進んでいる。耐震診断及び耐震改修は、未実施である。 

 施設は会議室、和室、大広間、湯沸室などで構成され、地元広瀬区の各種団

体（区役員、子ども会、婦人会、土地改良区、老人会）の会合や夏祭り等の行

事に使用されている。また、選挙の際には町の第７投票区（広瀬）の投票所

となっている。 

 管理運営は光熱水費を含め広瀬区が負担、町は修繕料を負担している。 

 洪水ハザードマップの浸水想定区域（浸水想定水深 0.5～3.0ｍ未満【最大

2.2m】）内に立地している。 

諸室構成 
1 階 玄関、ホール、事務室、会議室、和室、物入、浴室、トイレ、台所 

2 階 和室（大広間）、押入、ホール、トイレ、倉庫、給湯室 
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（５）基本プラン策定に向けた流れ 

基本プランは、以下の流れで策定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■諸条件の整理 

■住民意見の把握 

■基本構想・基本計画の考え方 

 
＜基本構想＞ 

基本コンセプトの検討 

基本方針の設定 

ゾーニングの検討 

＜基本計画＞ 

具体的な導入機能の検討 

事業手法の検討 

整備スケジュールの検討 

基本プランの策定 

ワークショップの実施 

（全 3 回） 

環境対策連絡会

からの意見 

 これまでの経緯 上位関連計画・法令等の整理 計画地の概要 

新施設の整備を考えるにあたっての視点・考え方の整理 
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１．諸条件の整理 

（１）上位関連計画の整理 

農業研修センターの建替えにあたり、考慮すべき上位・関連計画等については以下の通

りです。 

 

第 5 次広陵町総合計画 【令和４年３月策定】 

施策５－２ 地域コミュニティの育成 

◆施策の目的（めざすまちの姿）及び体系 

地域のことは地域で決める意識を持った住民同士が、地域ぐるみで活発にコミュニティ

活動に取り組んでいるまちをめざします。 

【展開方向２】コミュニティ施設の充実 

＜目標＞ 

住民の身近なコミュニティ活動の場として、地区公民館や集会所など既存のコミュニティ

施設の機能の維持・改善に努めます。 

＜手段＞ 

○地域ごとの特性等を踏まえ、コミュニティ施設の適正配置や維持管理・運営のあり方

の検討に取り組むとともに、地域との協議により地区公民館や集会所を各区・自治会

へと移管し、地域活動が活性化する拠点となるようアウトリーチ活動等が行われるソ

フト面のあり方を検討します。 

○老朽化の度合いに応じた修繕・改修や設備機器の更新を支援します。 

○修繕・改修の事後対応による経費負担の増加を防止するため、各区・自治会に対し、適

切な利用や維持管理を行ってもらうよう指導、アドバイス等に取り組みます。 

 

広陵町都市計画マスタープラン 【令和５年６月改定】 
３－１ 土地利用の方針 

（２）土地利用の方針 

⑤集落住宅地区 

市街化調整区域内に点在する農村集落地区においては、周辺の農地・環濠などの自然環

境や寺社等の歴史的資源と調和した良好な集落景観の保全を図ります。集落形態を維

持する定住人口の確保を図るための土地利用の誘導、生活道路の改善や、公園などオー

プンスペースの確保、集落内建物の不燃化、耐震性の強化を促進し、安全で快適な集落

内居住環境整備を推進します。また、本地区においても、今後、既存住宅等の老朽化や少

子高齢化により空き家等が増加すると見込まれることから、各地域における空き家の情

報を的確に収集し、既存ストックの活用に努めます。 

●無秩序な開発の抑制 

●狭あい道路の拡幅、改善、歩道設置 
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●建物の不燃化、耐震性の強化 

●既存ストックの活用等空き家対策 

 

（3）市街化調整区域の土地利用方針 

都市計画区域は、都市計画法上において「市街化区域」と「市街化調整区域」に区域区分

され、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。本町の市街化調整

区域は、真美ケ丘地域や、広陵北地域及び広陵西地域の一部を除き、町域の約 72％を

占めており、既存の集落地を取り巻く自然環境や営農環境を保全することを基本として

います。 

一方で、集落の活力維持を図るため、町内を結ぶ交通ネットワークの形成及び集落環境

の保全、リレーセンター広陵周辺における環境・健康拠点等の整備などに取り組んでい

ます。また、都市計画法第３４条第１１号に基づく制度運用により、新たな開発による住宅

供給等によって、一部の地域では定住人口の維持が図られています。 

今後は、民間の動向や土地利用規制等も把握し、地域の特性や住民の意向を踏まえなが

ら、必要に応じて計画的な基盤整備を行うなど、地区計画制度等の運用も含め、適切な

土地利用の規制・誘導を図っていくこととします。 

 

４－３．広陵東地域 

（３）まちづくりの方針 

②適切な土地利用の推進と安全で快適な住環境の形成 

本地域では、ほぼ全域に農地が広がり、良好な自然環境を形成していますが、一部にお

いては耕作放棄地なども見られます。このため、優良な農地については、特定農業振興

ゾーンに設定し、水田の大区画化や農地整備による農作業の効率化を図り、外部からの

担い手や認定農業者等の参入を誘導するなど、農業環境の向上を図り、今後とも適切な

保全を図るとともに、遊休地や耕作放棄地については、新たな担い手とのマッチングを

行うなど、発生を未然に防止する取り組みを行います。また、集落地内においては、狭あ

い道路の改善や公園などオープンスペースの確保等を図り、周辺の自然環境と調和した

安全で快適な住環境の形成を推進します。 
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広陵東地域まちづくり方針図 

 

 

地域防災計画 一般対策編 【令和５年３月改正】 

第１節 避難行動計画 

第３ 指定緊急避難場所の指定 

１ 指定基準 

町長は、災害時における緊急の避難場所として、以下の基準に適する施設又は場所を、

災害の種別ごとに指定する。なお、指定の際には災害の種類ごとにより避難に適した施

設又は場所を指定緊急場所に指定する。 
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(1) 災害の種類 

ア 洪水 

イ 崖崩れ 

ウ 大規模な火災 

エ 内水氾濫・外水氾濫による浸水 

(2) 指定基準 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において住民等に開放されること。 

イ 住民等の受入の用に供すべき屋上その他の部分（人の生命又は身体に危険がおよぶ

おそれがないと認められる土地の区域（以下「安全区域」という。） 外にある指定緊

急避難場所の場合は、当該部分及び当該部分までの避難上有効な段階その他の経

路）について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくはその他の事由により避

難上の支障を生じさせないものであること。 

ウ 災害が発生した場合において、安全区域にあるものであること。ただし、エ、オに適合

する施設については、この限りでないが、エ、オに適合した施設であっても、町は、洪

水浸水想定区域内にある建物は、原則として指定しないこととする。 

エ 災害により生じる水圧、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用す

る力によって損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じな

い構造のものであること。 

オ 洪水等が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用される施設にあっては、想定

される洪水等の水位以上の高さに住民等の受入れの用に供すべき屋上その他の部

分が配置され、かつ住民等受入用部分までの避難上有効な段階その他の経路がある

こと。 

２ 指定に当たっての注意事項 

町長は、指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者

（民間施設）の同意を得なければならない。 

 

第４ 指定緊急避難場所及び避難路の整備 

町は、指定緊急避難場所及び避難路について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十

分調整を図り、次のとおり整備に努める。 

１ 指定緊急避難場所に指定されている施設等の耐震性の確保 

２ 高齢者や障がい者等に配慮した指定緊急避難場所への避難誘導標識等の整備 

３ 幅員や明るさなど避難路における通行の安全性の確保 

４ 近隣居住者等を加えた指定緊急避難場所の鍵の分散管理 

５ 避難場所の開錠・開設を自主防災組織等で担うなどの円滑な避難のための地域のコ

ミュニテイを活かした避難活動の促進 

６ 誘導標識の設置の際は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し避難場

所の災害種別を明示 
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公共施設等総合管理計画 【令和５年３月改訂】 

Ⅳ．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

２．基本目標 

【目標①】 施設の長寿命化と施設総量の縮減による更新コストの低減 

【目標②】 社会動向・利用者ニーズの変化に対応した適切な施設の供給 

【目標③】 効率的・効果的な公共サービスの実現 

３．計画期間と縮減目標値 

本計画は、平成 28 年から令和 37 年までの 40 年間を計画期間とします。また、本計

画期間内における公共施設（建物）の縮減目標を延床面積ベースで、現保有量の 20%と

します。 

 

Ⅴ．施設類型ごとの管理に関する基本方針 

（12）その他施設 

① 対象施設 

 

② 現状と課題 

東部農村研修センターは、地域農業の近代化への対応に必要な農業者の研修施設とし

て設置されましたが、近年は研修用途での使用も少なく、施設の老朽化が進んでいま

す。 

③ 施設の維持・管理方針 

東部農村研修センターは、地域のコミュニティ機能及び防災機能を備えた施設として更

新し、地元へ移譲することを検討します。 

  

施設用途 施設種類 施設名称 施設所在地 建築年 耐震時期
延床面積
(㎡)

耐震診断 耐震改修 所管課

その他施設 火葬場 広陵町営斎場（待合棟） 大字寺戸93 1984年 新耐震 158.20 不要 不要 環境政策課

その他施設 火葬場 広陵町営斎場(火葬棟) 河合町佐味田2151 1984年 新耐震 188.67 不要 不要 環境政策課

その他施設 研修センター 東部農村研修センター 大字広瀬1239 1979年 旧耐震 342.95 未実施 未実施 農業振興課
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（２）関連法令等の整理 

農業研修センターの建替えにあたり、考慮すべき法令等については以下の通りです。 

 

都市計画法 

（開発行為の許可） 

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二

条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあつては、当該指

定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、次

に掲げる開発行為については、この限りでない。 

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要

な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用

及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用

に供する目的で行う開発行為 

 

（開発許可の基準） 

第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特

定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係

る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る

開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、

開発許可をしてはならない。 

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で

定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加

工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建

築の用に供する目的で行う開発行為 

八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行う

のに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物

又は第一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定

工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の

用に供する目的で行う開発行為 

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街

化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、

災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区

域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの 

 

（開発許可の特例） 

第三十四条の二 又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指



13 

 

定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合

若しくは港務局（以下「都道府県等」という。）が行う都市計画区域若しくは準都市計画区

域内における開発行為（第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計

画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為（同条第二項の政令で定める

規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。）については、当該国の機

関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつ

たものとみなす。 

※都市計画制度における開発許可制度運用指針については、巻末の参考資料に記載する。 

 

広陵町東部地区農業研修センター設置条例 

(設置) 

第 1 条 第 2 次農業構造改善事業促進対策の補助事業として実施する農業近代化施設整

備事業(昭和 45 年 2 月 25 日農政局長・畜産局長及蚕糸園芸局長通達)に基づく総合

地域施設として、地域農業者の研修により近代化への対応を図るために、本町東部地区

に農業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。 

 

広陵町公民館条例 

(設置) 

第 1 条 本町住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に対する各種の事業を行

い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福

祉の増進に寄与する目的をもつて本町に公民館を設置する。 

 

広陵町立集会所条例 

(設置) 

第 2 条 町民相互の交流を促進し、文化的な各種行事等の公共的集会の用に供するため集

会所を設置する。 
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（３）計画地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広陵町 Web マップより） 

区域区分 市街化調整区域 

用途地域 ― 

地区計画 ― 

指定区域 都市計画法第 34 条 11 号区域内（ただし、令和８年４月１日廃止施行） 
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計画地は、地震ハザードマップにおいて建物全壊棟数率が 41％以上と危険度の高い地域と

なっており、耐震診断の上、必要に応じて耐震補強などの対策を講じることが求められていま

す。また、当施設は指定緊急避難場所に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広陵町地震ハザードマップより） 

 

計画地は、洪水ハザードマップにおいて浸水想定区域（浸水想定水深 0.5～3.0ｍ未満【最

大 2.2m】）内となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広陵町洪水ハザードマップより） 
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（４）ワークショップの実施 

農業研修センターの建替えにあたり、広瀬区に求められる新しい施設のイメージを具体化す

るため、施設を利用・管理運営する地域住民の意見を把握することを目的に、ワークショップを

全 3 回開催しました。 

 

 開催日 参加者 内容 

第 1 回 

令和 6 年 

８月２4 日(土) 

19:00～21:00 

30 名 

必要な施設機能等について（グループワーク） 

テーマ①「地域の人々が集い、賑わう場所づくりに

向けた活用イメージ・使い方を具体的に

考えよう」 

テーマ②「具体化した使い方ができる機能や機能

ごとの関係性を考えよう」 

テーマ③「施設のコンセプト（キーワード）について

考えよう」 

第 2 回 

令和 6 年 

１１月２日（土） 

１０:００～１２:００ 

30 名 

空間の配置・管理運営について（グループワーク） 

テーマ①『「空間（機能）」と「使い方」を具体化しよ

う』 

テーマ②『管理運営の方法について考えよう』 

テーマ③『「機能」と「管理運営」の視点から、必要機

能の優先順位を考えよう』 

第 3 回 

令和 7 年 

２月１日(土) 

１０:００～１２:００ 

30 名 

日常やイベント時・災害時の使い方、施設コンセプ

トについて（グループワーク） 

テーマ①「プランニング案について、日常やイベント

時、災害時を想定して、使い勝手を確認

しよう」 

テーマ②「機能（空間）について、日常やイベント時、災

害時を想定して、使い勝手を確認しよう」 

テーマ③「新しい施設のコンセプトを考えよう」 
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参加者の募集にあたっては、以下のチラシを作成し、各住戸に配布しました。 
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第 1 回ワークショップの概要 

【当日の進行資料】 
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【主な意見】 

テーマ① 「地域の人々が集い、賑わう場所づくりに向けた活用イメージ・使い方を具体的に考

えよう」 

新しいコミュニティ施設で“どんなことをしたいか”、意見を出し合いました。 

日常 

 大人も子どももいつでも気軽に立ち寄って、ちょっとした休憩ができる 

 住民同士の飲食交流（サークル活動、女子会、誕生日会、子どもイベントなど） 

 子どもの遊び・交流 

 読書・勉強・オンライン会議 

 生涯学習（英会話教室・木工教室・クッキング体験など） 

 各団体の会議、屋外作業 

 運動・トレーニング（ヨガ・ピラティス、フィットネス、筋トレなど） 

 犬が遊べる場所 

 ちょっとした買い物、移動販売 

イベ 

ント 

 夏祭り、ハロウィン、クリスマスイベント 

 麻雀大会、将棋大会 

 演奏会、映画鑑賞、フェス、DJ、カラオケ 

 フリーマーケット、マルシェ、バザー、朝市（作りすぎた野菜の販売など） 

防災  災害時の避難 
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テーマ② 「具体化した使い方ができる機能や機能ごとの関係性を考えよう」 

活用のイメージを踏まえ、それを実現するためには“どんな機能があれば良いか”意

見を出し合いました。 

日常 

/ 

イベ 

ント 

【屋内】 

 みんなが集まれる大きなコミュニティスペース（飲食可能、子どもの遊び場） 

 図書スペース、勉強、パソコン作業ができるスペース 

 会議用や講座用の小さい部屋 

 身体を動かせる広いスペース（ヨガ・ピラティス、フィットネス）、ジム（筋トレ

器具など） 

 炊事場（軽食やイベント・災害時の炊き出しなど） 

 防音の良い部屋（演奏会、映画鑑賞、フェス、DJ、カラオケなど） 

 車椅子など障害のある方も使える立ち寄りやすい場所（バリアフリー） 

【屋外】 

 大型の軒（フリーマーケットなどの軒先販売、野外作業） 

 屋外広場（アスファルト/人工芝など）、ドッグラン 

 遊具、子どもが球技できるようにネットを張る、バスケットゴールなど 

 駐車場（キッチンカーが使える設備付き） 

 倉庫・ガレージ・コインランドリー・精米機 

防災 
 太陽光パネル・蓄電池・マンホールトイレ・かまどベンチ・雨水タンクなど 

 防災資機材・備蓄品用倉庫（トランシーバー、段ボールベッドなど） 

 ペット対応の避難所 

 

テーマ③ 施設のコンセプト（キーワード）について考えよう  

活用のイメージ、施設の機能を踏まえた“新しい施設のコンセプト”について、意見を

出し合いました。 

 広く楽しむ 多瀬代交流できる 

 防災と多世代 

【その他のキーワード】 

交流交流 / 健康 / 助け合い / 防災 / 誰もが / 気軽に 等 
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【当日の様子】 
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【ニューズレター】 

ワークショップに参加していない地域住民等に情報共有できるようにワークショップの内容

をとりまとめ、以下のニューズレターを作成し、各住戸に配布しました。 
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第２回ワークショップ 

【当日の進行資料】 
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前回の振り返り
4

日
常

／

イ
ベ
ン
ト

【屋内】
大きなコミュニティスペース（飲食可能、子どもの遊び場）
図書スペース、勉強、パソコン作業ができるスペース
会議用や講座用の小さい部屋
身体を動かせる広いスペース（ヨガ・ピラティス、フィットネス）、ジム（筋
トレ器具など）
炊事場（軽食やイベント・災害時の炊き出しなど）
防音の良い部屋（演奏会、映画鑑賞、フェス、DJ、カラオケなど）
車椅子など障がいのある方も使いやすい（バリアフリー、エレベーター）
コンビニ、カフェ、色々な自販機
プール、お風呂、サウナ、シャワールーム

【屋外】
大型の軒（軒先販売・出店や、野外作業ができるスペース）
屋外広場（アスファルト/人工芝など）、ドッグラン
遊具、子どもが球技できるようにネットを張る、バスケットゴールなど
駐車場（キッチンカーが使える設備付き）
倉庫、ガレージ、精米機、コインランドリー

防災
太陽光パネル・蓄電池・マンホールトイレ・かまどベンチ・雨水タンクなど
防災資機材・備蓄品用倉庫（トランシーバー、段ボールベッドなど）
ペット対応の避難所

◇使い方を実現するための“どのような機能があればあると良い”


